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議案第１２３号 

上越市下水道条例の一部改正について 

上越市下水道条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和７年１２月４日提出 

                          上越市長  小 菅 淳 一 

 

上越市下水道条例の一部を改正する条例 

上越市下水道条例（昭和６３年上越市条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項に次のただし書きを加える。 

ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の地方公共団体の長等の指定を受

けた者に排水設備等の工事を行わせる必要があると認めるときは、この限りでない。 

              「   「   

  １，６６９．８０円  １，８２２.９０円  

  ８６．９０円  ９４．８０円  

 
 ２１０．１０円  ２２９．３０円  

第２２条第１項の表中 
 ２３８．７０円 を ２６０．５０円 に改める。  

 
 ２８４．９０円  ３１１．００円  

 
 ３４６．５０円  ３７８．２０円  

  ７８．１０円  ８５．２０円  

   」  」 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 

 ⑴ 第６条第１項の改正規定 令和８年１月１日 

 ⑵ 第２２条第１項の改正規定及び次項の規定 令和８年４月１日 

（適用区分） 

２ 前項第２号に掲げる規定の施行の日前から継続して公共下水道を使用している者につい

ては、改正後の第２２条の規定は、同日以後最初に汚水の排除量を認定する日以後の汚水

の排除に係る使用料から適用する。 

 


